
一

第
九

十

八
号
議
案
　
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
し
や
す
い
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

第
九
十
八
号
議
案

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
し
や
す
い
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
し
や
す
い
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
し
や
す
い
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
東
京
都
条
例
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
に
よ
り
、
」
を
「
に
基
づ
く
」
に
、
「
事
項
を
」
を
「
事
項
等
に
つ
い
て
、
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
車
い
す
使
用
者
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
か
ご
」
を
「
籠
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
い
す
」
を
「
椅
子
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
こ
う
配
」
を
「
勾

配
」
に
、
「
車
い
す
」
を
「
車
椅
子
」
に
、
「
平
た
ん
」
を
「
平
坦
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
か
ご
」
を
「
籠
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
こ
う
配
」
を
「
勾
配
」
に
、
「
車
い
す
」
を
「
車
椅
子
」
に
、
「
平
た
ん
」
を
「
平
坦
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
車
い
す
使
用
者
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
車
い
す
の
」
を
「
車
椅
子
の
」
に
、
「
車

い
す
使
用
者
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
こ
う
配
」
を
「
勾
配
」
に
、
「
車
い
す
」
を
「
車
椅
子
」
に
、
「
平
た
ん
」
を

「
平
坦
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
か
ご
」
を
「
籠
」
に
、
「
車
い
す
使
用
者
用
便
房
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
」
に
、
「
車
い
す
使
用
者

用
駐
車
施
設
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
に
、
「
車
い
す
使
用
者
が
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
が
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
車
い
す

の
」
を
「
車
椅
子
の
」
に
、
「
車
い
す
使
用
者
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
」
に
、
「
こ
う
配
」
を
「
勾
配
」
に
、
「
車
い
す
が
」
を
「
車
椅
子
が
」

に
、
「
平
た
ん
」
を
「
平
坦
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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二

（
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
）

第
十
一
条
の
二　

ホ
テ
ル
又
は
旅
館
（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二

条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
営
業
の
用
に
供
す
る
施
設
及
び
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

簡
易
宿
所
営
業
の
施
設
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
道
等
及
び
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
か
ら
車
椅

子
使
用
者
用
客
室
以
外
の
各
客
室
（
以
下
「
一
般
客
室
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
経
路
の
う
ち
一
以
上
を
、
階
段
又
は
段
を
設
け
な
い
経
路
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
宿
泊
者
特
定
経
路
」
と
い
う
。
）
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
傾
斜
路
、
同
項

第
五
号
に
規
定
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
昇
降
機
を
併
設
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
一
般
客
室
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
和
室
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

一　

一
般
客
室
の
出
入
口
の
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

　

二　

一
般
客
室
内
の
一
以
上
の
便
所
及
び
一
以
上
の
浴
室
等
の
出
入
口
の
幅
は
、
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

　

三　

一
般
客
室
内
（
同
一
客
室
内
に
複
数
の
階
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
一
般
客
室
の
出
入
口
の
あ
る
階
の
部
分
に
限
る
。
）
に
は
階
段
又
は
段
を

設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
部
分
を
除
く
。

　
　

イ　

同
一
客
室
内
に
複
数
の
階
が
あ
る
場
合　

当
該
一
般
客
室
の
出
入
口
の
あ
る
階
と
そ
の
直
上
階
又
は
直
下
階
と
の
間
の
上
下
の
移
動
に
係

る
階
段
又
は
段
の
部
分

　
　

ロ　

勾
配
が
、
十
二
分
の
一
を
超
え
な
い
傾
斜
路
を
併
設
す
る
場
合　

当
該
傾
斜
路
が
併
設
さ
れ
た
階
段
又
は
段
の
部
分

　
　

ハ　

浴
室
等
の
内
側
に
防
水
上
必
要
な
最
低
限
の
高
低
差
を
設
け
る
場
合　

当
該
高
低
差
の
部
分

３　

建
築
主
等
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
建
築
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
一
般
客
室
内
の
一
以
上
の
便
所

及
び
一
以
上
の
浴
室
等
の
出
入
口
の
幅
を
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

知
事
は
、
一
般
客
室
内
の
一
以
上
の
便
所
及
び
一
以
上
の
浴
室
等
の
出
入
口
の
幅
が
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
施

策
の
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

当
該
宿
泊
者
特
定
経
路
を
構
成
す
る
敷
地
内
の
通
路
が
地
形
の
特
殊
性
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同



三

第
九

十

八
号
議
案
　
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
し
や
す
い
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
道
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
車
寄
せ
」
と
す
る
。

６　

宿
泊
者
特
定
経
路
と
な
る
べ
き
経
路
又
は
そ
の
一
部
が
移
動
等
円
滑
化
経
路
若
し
く
は
そ
の
一
部
又
は
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
路
若
し

く
は
そ
の
一
部
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
宿
泊
者
特
定
経
路
と
な
る
べ
き
経
路
又
は
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。

　

第
十
二
条
中
「
、
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
第
六
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
に
あ
っ
て
は
第
六

条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
前
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
共
同
住
宅
」
を
「
、
共
同
住
宅
」
に
改
め
、
「
各
住
戸
」
の
下
に
「
又
は
前
条

第
一
項
に
規
定
す
る
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
一
般
客
室
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
車
い
す
使
用
者
用
便
房
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
」
に
改

め
、
同
条
第
六
号
中
「
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
に
改
め
、
「
道
等
）
」
の
下
に
「
又
は
前
条
第
一
項
に

規
定
す
る
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
一
般
客
室
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び

第
十
二
条
第
四
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
第
六
号
の
改
正
規
定
（
「
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
し
や
す
い
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
一
条
の
二
及
び
第
十
二
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
着
手
す
る
建
築
（
用
途
の
変
更
を
し
て
特
別
特
定
建
築
物
に
す
る
こ
と
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
建
築
を
し
た
特
別
特
定
建
築
物
の
維
持
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
着
手
し
た

建
築
及
び
当
該
建
築
を
し
た
特
別
特
定
建
築
物
の
維
持
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
特
別
特
定
建
築
物
で
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
附
則
第
四
条
第
五
号
に
掲
げ
る
類
似
の
用
途
相
互
間
に
お
け
る
用
途
の
変
更
を
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改



四

正
後
の
条
例
第
十
一
条
の
二
及
び
第
十
二
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
検
討
）

４　

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
の
施
行
状
況
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
施
設
の
利
用
状
況
、
国
が
定
め

る
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
に
お
け
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
移
動
等
に
配
慮
し
た
建
築
設
計
標
準
等
国
の
施
策
の
推
進
状
況
そ
の
他
社
会
環
境

の
変
化
を
勘
案
し
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　

ホ
テ
ル
又
は
旅
館
に
お
い
て
多
く
の
人
が
利
用
し
や
す
い
客
室
の
整
備
を
図
る
た
め
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る

一
般
客
室
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


